
政府備蓄米の販売等業務における会計法令の適用について

受託事業体

買受者（民間事業者）

受託事業体

買受者（民間事業者又は都道府県知事）

販売・運送・保管等の一連の業務を包
括的に委託

【契約方法】
⇒ 委託契約（商法第５５１条の問屋契
約（販売する物品の所有権を国に残し
つつ、売買契約の主体となる民間事業
者に契約に係る権利義務を帰属させ、
その経済的効果が国に帰属）に該当）

【選定方法】
⇒ 一般競争入札（会計法第２９条の６
第２項・特会法施行令第１９条第４項）

契約（民間事業者間の契約）
⇒ 米穀の所有権は引き続き国にあるも
のの会計法の適用なし

【競争的に受託事業体が買受者と契約する場合など】 【割当的に国が買受者と契約する場合】

【契約方法】
⇒ 売買契約（国と買受者との
間で直接契約）

【選定方法】
⇒ 随意契約（※）を想定
（会計法第２９条の３第４項）

（※）随意契約を締結する場合：米穀の安定的な供給の
ため、必要な者に必要な量を売り渡す緊急の必要
がある場合（会計法第29条の３第４項に規定する
「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」）
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（※）なお、包括的民間委託後も全面的に物品管理法の適用を受けるため、物品の管理は、国が責任をもって行う。

国

資 料 ３

（資料２「米の備蓄運営について②」の「５ 備蓄米放出の際の販売方法等」（ｐ５）の販売方法関連資料）


